
令和5年４月１４日配信 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室

新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ

・５月８日以降は、業種別ガイドラインは廃止となり、国は、事業者の方々などの自主的な感染対策の取組に

対し、情報提供等の支援を行うこととしています。

・業種別ガイドライン廃止後においても、感染対策として自主的な取組を検討する場合には、必要に応じ、

次の考え方を参考としてください。

ワクチン接種について

マスクの着用

・令和5年度も、すべての方に自己負担なしで新型コロナワクチンを接種いただけます。

・5月8日から、令和５年春開始接種が始まります（高齢者、基礎疾患を有する方、医療従事者等が対象）。

・令和４年秋開始接種は、５月７日で終了します。接種を希望される方は、早めの接種をご検討ください。

業種別ガイドラインの廃止について

手洗い等の手指衛生、換気 「三つの密」の回避、人と人との距離の確保

新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた

基本的感染対策として引き続き有効

流行期において、重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所、

混雑した場所、近接した会話を避けることが有効

詳しい内容は、内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策（業種別ガイドライン）」のHPをご覧ください

URL ： https://corona.go.jp/guideline/

国が示す基本的な感染対策の考え方

高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防

ぐため、着用が効果的な場面では着用を推奨


